
議案第２号  

 

   使用料等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の   

制定について  

 

使用料等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例を次のよう

に制定する。  

 

  令和６年９月４日提出  

 

           白井市長  笠 井  喜 久 雄    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由  

 本案は、使用料、手数料及び利用料金を見直し、受益と負担の適

正化を図るため、関係条例を整備するものです。  
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   使用料等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例  

 

 （白井市手数料条例の一部改正）  

第１条 白井市手数料条例（昭和４０年条例第１号）の一部を次の

ように改正する。  

  別表認可地縁団体告示事項証明書交付手数料の項、建築台帳記

載事項証明書交付手数料の項及び道路位置指定事項証明書交付手

数料の項中「３００円」を「４００円」に改め、同項の次に次の

ように加える。  

建 築 計 画

概 要 書 等

の 写 し の

交 付 手 数

料 

建築基準法第９３条の２に規定する国

土交通省令で定める書類の写しの交付  

１ 通 に つ き

４００円  

  別表租税及び公課に関する証明書交付手数料の項から固定資産

課税台帳記載事項証明書交付手数料の項まで及び住民基本台帳の

一部の写しの閲覧手数料の項から戸籍の附票の除票の写しの交付

手数料の項までの規定中「３００円」を「４００円」に改める。  

  別表開発登録簿の写しの交付手数料の項の次に次のように加え

る。  

農 用 地 区

域 に 関 す

る 証 明 手

数料  

農業振興地域の整備に関する法律（昭

和４４年法律第５８号）第８条第２項

第１号に規定する農用地区域に関する

証明  

１ 通 に つ き

４００円  

  別表一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料の項及び一般廃棄物

処分業許可申請手数料の項中「１０，０００円」を「９，１８０

円」に改め、同表一般廃棄物収集運搬業・処分業変更許可申請手

数料の項中「５，０００円」を「７，５００円」に改め、同表浄

化 槽 清 掃 業 許 可 申 請 手 数 料 の 項 中 「 １ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「   

９，１８０円」に改め、同表印鑑登録証交付・引換交付手数料の
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項及び印鑑登録証明書交付手数料の項中「３００円」を「４００

円」に改め、同表一般廃棄物収集運搬業・処分業・浄化槽清掃業

許可証再交付手数料の項中「３，０００円」を「４，５００円」

に 改 め 、 同 表 小 規 模 特 定 事 業 許 可 申 請 手 数 料 の 項 中 「     

２０，０００円」を「２８，１１０円」に改め、同表小規模特定

事業変更許可申請手数料の項及び小規模特定事業譲受け許可申請

手数料の項中「１０，０００円」を「１４，３４０円」に改め、

同表認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料の項からその他市長

が必要と認める証明手数料の項までの規定中「３００円」を「 

４００円」に改める。  

 （白井市都市公園条例の一部改正）  

第２条 白井市都市公園条例（昭和５４年条例第１１号）の一部を

次のように改正する。  

  別表第４を次のように改める。  

 別表第４（第２７条第３項関係）  

   白井運動公園陸上競技場利用料金  

区分 単位 金額 

入場料

の類を

徴収し

ないで

専用利

用する

場合 

市 内 在

住者等 

一般 午 前 ９ 時 か

ら 午 後 １ 時

ま で 又 は 午

後 １ 時 か ら

午 後 ５ 時 ま

で 

１ 面 ４ 時

間につき 

２２，２７０円 

午 前 ９ 時 か

ら 午 後 ５ 時

まで 

１ 面 ８ 時

間につき 

４４，５４０円 

高 校

生・大

学生 

午 前 ９ 時 か

ら 午 後 １ 時

ま で 又 は 午

後 １ 時 か ら

１ 面 ４ 時

間につき 

８，８９０円 
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午 後 ５ 時 ま

で 

午 前 ９ 時 か

ら 午 後 ５ 時

まで 

１ 面 ８ 時

間につき 

１７，７８０円 

小 学

生・中

学生 

午 前 ９ 時 か

ら 午 後 １ 時

ま で 又 は 午

後 １ 時 か ら

午 後 ５ 時 ま

で 

１ 面 ４ 時

間につき 

３，７００円 

午 前 ９ 時 か

ら 午 後 ５ 時

まで 

１ 面 ８ 時

間につき 

７，４００円 

市 外 在

住者 

一般 午 前 ９ 時 か

ら 午 後 １ 時

ま で 又 は 午

後 １ 時 か ら

午 後 ５ 時 ま

で 

１ 面 ４ 時

間につき 

４４，５４０円 

午 前 ９ 時 か

ら 午 後 ５ 時

まで 

１ 面 ８ 時

間につき 

８９，０８０円 

高 校

生・大

学生 

午 前 ９ 時 か

ら 午 後 １ 時

ま で 又 は 午

後 １ 時 か ら

午 後 ５ 時 ま

で 

１ 面 ４ 時

間につき 

１７，７９０円 
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午 前 ９ 時 か

ら 午 後 ５ 時

まで 

１ 面 ８ 時

間につき 

３５，５８０円 

小 学

生・中

学生 

午 前 ９ 時 か

ら 午 後 １ 時

ま で 又 は 午

後 １ 時 か ら

午 後 ５ 時 ま

で 

１ 面 ４ 時

間につき 

７，４１０円 

午 前 ９ 時 か

ら 午 後 ５ 時

まで 

１ 面 ８ 時

間につき 

１４，８２０円 

入場料

の類を

徴収し

て専用

利用す

る場合 

市内在住者等 午 前 ９ 時 か

ら 午 後 １ 時

ま で 又 は 午

後 １ 時 か ら

午 後 ５ 時 ま

で 

１ 面 ４ 時

間につき 

６６，８１０円 

午 前 ９ 時 か

ら 午 後 ５ 時

まで 

１ 面 ８ 時

間につき 

１３３，６２０

円 

市外在住者 午 前 ９ 時 か

ら 午 後 １ 時

ま で 又 は 午

後 １ 時 か ら

午 後 ５ 時 ま

で 

１ 面 ４ 時

間につき 

１３３，６２０

円 

午 前 ９ 時 か

ら 午 後 ５ 時

まで 

１ 面 ８ 時

間につき 

２６７，２４０

円 
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個人が

利用す

る場合 

市内在住者等 一般 １ 回 に つ

き 

４３０円 

 

小 学 生 ・ 中

学 生 ・ 高 校

生・大学生 

１ 回 に つ

き 

２１０円 

市外在住者 一般 １ 回 に つ

き 

８６０円 

 

小 学 生 ・ 中

学 生 ・ 高 校

生・大学生 

１ 回 に つ

き 

４３０円 

 

附属設

備 

放送設備 １ 回 に つ

き 

２，４７０円 

 

写真判定設備 １ 回 に つ

き 

７，４７０円 

  備考 市内在住者等とは市内に在住する者及び市内に勤務先が

ある者をいい、市外在住者とは市内在住者等以外の者をいう。  

   白井運動公園競技広場利用料金  

区分 単位 金額 

市 内 在

住者等 

一般 １ 面 ２ 時 間 に

つき 

１，５７０円

高 校 生 ・ 大

学生 

１ 面 ２ 時 間 に

つき 

７８０円

小 学 生 ・ 中

学生 

１ 面 ２ 時 間 に

つき 

３９０円

市 外 在

住者 

一般 １ 面 ２ 時 間 に

つき 

３，１４０円

高 校 生 ・ 大

学生 

１ 面 ２ 時 間 に

つき 

１，５６０円

小 学 生 ・ 中１ 面 ２ 時 間 に ７８０円
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学生 つき 

  備考 市内在住者等とは市内に在住する者及び市内に勤務先が

ある者をいい、市外在住者とは市内在住者等以外の者をいう。  

   白井運動公園庭球場利用料金  

区分 単位 金額 

市 内 在

住者等 

一般 １ 面 ２ 時 間 に

つき 

６３０円

高 校 生 ・ 大

学生 

１ 面 ２ 時 間 に

つき 

３１０円

小 学 生 ・ 中

学生 

１ 面 ２ 時 間 に

つき 

１５０円

市 外 在

住者 

一般 １ 面 ２ 時 間 に

つき 

１，２６０円

高 校 生 ・ 大

学生 

１ 面 ２ 時 間 に

つき 

６２０円

小 学 生 ・ 中

学生 

１ 面 ２ 時 間 に

つき 

３００円

  備考 市内在住者等とは市内に在住する者及び市内に勤務先が

ある者をいい、市外在住者とは市内在住者等以外の者をいう。  

 （白井市使用料条例の一部改正）  

第３条 白井市使用料条例（昭和５６年条例第２５号）の一部を次

のように改正する。  

  別表第１を次のように改める。  

 別表第１（第２条第１号関係）  

   病虫害防除機使用料  

区分 単位 金額 

動力噴霧機 １台１日につき １，１２０円

自走式動力草刈機 １台１日につき ４，５００円

  別表第２都市公園使用料競技広場及び庭球場使用料の表を次の
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ように改める。  

  競技広場及び庭球場使用料  

区分 単位 金額 

一般 高校生・大

学生 

小学生・

中学生 

競技広場

（白井運

動公園競

技広場を

除く。） 

市内

在住

者等 

１面２時間

につき 

１，４３０

円

７１０円 ３６０円

市外

在住

者 

１面２時間

につき 

２，８６０

円

１，４２０

円

７１０円

庭球場（

白井運動

公園庭球

場を除

く。） 

市内

在住

者等 

１面２時間

につき 

５８０円 ２９０円 １４０円

市外

在住

者 

１面２時間

につき 

１，１５０

円

５７０円 ２８０円

  備考 市内在住者等とは市内に在住する者及び市内に勤務先が

ある者をいい、市外在住者とは市内在住者等以外の者をいう。  

  別表第５を次のように改める。  

 別表第５（第２条第５号関係）  

   農業センター使用料  

区分 単位 金額 

会議室１ １時間につき ２９５円

会議室２ １時間につき ２９５円

 （白井市青少年女性センターの設置及び管理に関する条例の一部

改正）  

第４条 白井市青少年女性センターの設置及び管理に関する条例（

平成１７年条例第１７号）の一部を次のように改正する。  
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  別表を次のように改める。  

 別表（第１７条第３項関係）  

区分 金額（１時間につき） 

研修室 ３２０円 

会議室 ３２０円 

調理室 ７２０円 

レ ク リ エ ー シ ョ ン ホ

ール 

１，４５０円 

 （白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改

正）  

第５条 白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例（平

成１７年条例第１９号）の一部を次のように改正する。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第１３条の２第３項関係）  

区分 金額（１時間につき） 

団体活動室１ ４４０円

団体活動室２ ４４０円

団体活動室３ ４４０円

団体活動室１・２（又は２・３） ６００円

団体活動室１・２・３ ７５０円

会議室１ ３２０円

会議室２ ３２０円

録音室１ ２４０円

録音室２ ２４０円

録音室３ ２４０円

翻訳室 ４４０円

 （白井市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改

正）  

第６条 白井市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例（平
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成１７年条例第２０号）の一部を次のように改正する。  

  第１７条第１項中「１００円」を「１５０円」に改め、同条第

２項中「７７０円」を「９３０円」に改める。  

 （白井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部改

正）  

第７条 白井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例（平成

２０年条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第１７条第３項関係）  

区分 金額（１時間につき） 

集会室 ４４０円

休養室Ⅱ ４４０円

学習室（調理室） ７２０円

学習室（視聴覚室） ７８０円

大集会室 １，４５０円

 （白井市公民館の設置及び管理等に関する条例の一部改正）  

第８条 白井市公民館の設置及び管理等に関する条例（平成２０年

条例第１８号）の一部を次のように改正する。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第１７条第３項関係）  

施設の名称 区分 金額（１時間につき） 

西白井公民館 工芸室 ３５０円 

調理実習室 ７２０円 

研修室 ４４０円 

作法室 ４４０円 

視聴覚室 ７８０円 

レクリエーションホー

ル 

１，４５０円 

白井駅前公民 研修室Ⅰ ３２０円 
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館 研修室Ⅱ ３２０円 

作法室 ４４０円 

調理実習室 ７２０円 

視聴覚室 ７８０円 

レクリエーションホー

ル 

１，４５０円 

桜台公民館 研修室 ４４０円 

作法室 ４４０円 

調理実習室 ７２０円 

視聴覚室 ７８０円 

レクリエーションホー

ル 

１，４５０円 

 （白井市白井コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

の一部改正）  

第９条 白井市白井コミュニティセンターの設置及び管理に関する

条例（平成２２年条例第１３号）の一部を次のように改正する。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第１６条第３項関係）  

区分 金額（１時間につき） 

会議室１ ４４０円

会議室２ ４４０円

和室１ ３２０円

和室２ ３２０円

工芸室 ３５０円

調理室 ７２０円

多目的ホール １，４５０円

陶芸窯 １回の使用につき３，７９０円 

 （白井市西白井コミュニティプラザの設置及び管理に関する条例

の一部改正）  
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第１０条 白井市西白井コミュニティプラザの設置及び管理に関す

る条例（平成３０年条例第２７号）の一部を次のように改正する。  

  別表を次のように改める。  

 別表（第１６条第３項関係）  

区分 金額（１時間につき） 

会議室１ ４４０円

会議室２ ４４０円

会議室３ ４４０円

和室１ ３２０円

和室２ ３２０円

調理室 ７２０円

 （白井市公民センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の一部改正）  

第１１条 白井市公民センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例（令和５年条例第２３号）の一部を次のように改

正する。  

  附則の次に別表を加える改正規定を次のように改める。  

   附則の次に次の別表を加える。  

  別表（第１６条第３項関係）  

区分 金額（１時間につき） 

会議室 ４４０円

相談室 ３２０円

作法室 ３２０円

集会室 ４４０円

視聴覚室 ７８０円

調理実習室 ７２０円

レクリエーションホ

ール 

１，４５０円

   附 則  
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 （施行期日）  

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和７年４

月１日以後の申請に係る使用料、手数料及び利用料金について適

用し、同日前の申請に係る使用料、手数料及び利用料金について

は、なお従前の例による。  
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議案第２号資料 

〇使用料等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例 

（第１条関係）白井市手数料条例（昭和４０年条例第１号）新旧対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

手数料の

種類 

手数料を徴収する事務 手数料の金額 

（略） 

認可地縁

団体告示

事項証明

書交付手

数料 

（略） １通につき 

４００円 

（略） 

建築台帳

記載事項

証明書交

付手数料 

（略） １通につき 

４００円 

道路位置

指定事項

証明書交

付手数料 

（略） １通につき 

４００円 

建築計画

概要書等

の写しの

交付手数

料 

建築基準法第９３条の２に規定する

国土交通省令で定める書類の写しの

交付 

１通につき 

４００円 

（略） 

租税及び

公課に関

する証明

書交付手

数料 

（略） １通につき 

４００円（多機

能端末機（本市

の電子計算機

と電気通信回

線で接続され

た端末機であ

って、証明書等

を交付する機

能を有するも

のをいう。以下

同じ。）による

交付の場合に

あっては、  

２００円） 

固定資産

課税台帳

の閲覧手

数料 

（略） １通につき 

４００円 

固定資産

課税台帳

記載事項

証明書交

付手数料 

（略） １通につき 

４００円 

（略） 

手数料の

種類 

手数料を徴収する事務 手数料の金額 

（略） 

認可地縁

団体告示

事項証明

書交付手

数料 

（略） １通につき 

３００円 

（略） 

建築台帳

記載事項

証明書交

付手数料 

（略） １通につき 

３００円 

道路位置

指定事項

証明書交

付手数料 

（略） １通につき 

３００円 

（新設） 

 

 

 

 

  

（略） 

租税及び

公課に関

する証明

書交付手

数料 

（略） １通につき 

３００円（多機

能端末機（本市

の電子計算機

と電気通信回

線で接続され

た端末機であ

って、証明書等

を交付する機

能を有するも

のをいう。以下

同じ。）による

交付の場合に

あっては、  

２００円） 

固定資産

課税台帳

の閲覧手

数料 

（略） １通につき 

３００円 

固定資産

課税台帳

記載事項

証明書交

付手数料 

（略） １通につき 

３００円 

（略） 
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住民基本

台帳の一

部の写し

の閲覧手

数料 

（略） １人につき 

４００円 

住民票の

写し又は

住民票記

載事項証

明書の交

付手数料 

（略） １通につき 

４００円（多機

能端末機によ

る交付の場合

にあっては、 

２００円） 

除票の写

し又は除

票記載事

項証明書

の交付手

数料 

（略） １通につき 

４００円 

住民票の

写しの広

域交付手

数料 

（略） １通につき 

４００円 

戸籍の附

票の写し

の交付手

数料 

（略） １通につき 

４００円 

戸籍の附

票の除票

の写しの

交付手数

料 

（略） １通につき 

４００円 

（略） 

開発登録

簿の写し

の交付手

数料 

（略） （略） 

農用地区

域に関す

る証明手

数料 

農業振興地域の整備に関する法律（昭

和４４年法律第５８号）第８条第２項

第１号に規定する農用地区域に関す

る証明 

１通につき 

４００円 

一般廃棄

物収集運

搬業許可

申請手数

料 

（略） １件につき 

９，１８０円 

一般廃棄

物処分業

許可申請

手数料 

（略） １件につき 

９，１８０円 

一般廃棄

物収集運

搬業・処

分業変更

許可申請

手数料 

（略） １件につき 

７，５００円 

浄化槽清

掃業許可

申請手数

料 

（略） １件につき 

９，１８０円 

住民基本

台帳の一

部の写し

の閲覧手

数料 

（略） １人につき 

３００円 

住民票の

写し又は

住民票記

載事項証

明書の交

付手数料 

（略） １通につき 

３００円（多機

能端末機によ

る交付の場合

にあっては、 

２００円） 

除票の写

し又は除

票記載事

項証明書

の交付手

数料 

（略） １通につき 

３００円 

住民票の

写しの広

域交付手

数料 

（略） １通につき 

３００円 

戸籍の附

票の写し

の交付手

数料 

（略） １通につき 

３００円 

戸籍の附

票の除票

の写しの

交付手数

料 

（略） １通につき 

３００円 

（略） 

開発登録

簿の写し

の交付手

数料 

（略） （略） 

（新設） 

 

 

 

  

一般廃棄

物収集運

搬業許可

申請手数

料 

（略） １件につき 

１０，０００円 

一般廃棄

物処分業

許可申請

手数料 

（略） １件につき 

１０，０００円 

一般廃棄

物収集運

搬業・処

分業変更

許可申請

手数料 

（略） １件につき 

５，０００円 

浄化槽清

掃業許可

申請手数

料 

（略） １件につき 

１０，０００円 
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（略） 

印鑑登録

証交付・

引換交付

手数料 

（略） １件につき 

４００円 

印鑑登録

証明書交

付手数料 

（略） 

 

 

１通につき 

４００円（多機

能端末機によ

る交付の場合

にあっては、 

２００円） 

一般廃棄

物収集運

搬業・処

分業・浄

化槽清掃

業許可証

再交付手

数料 

（略） １件につき 

４，５００円 

小規模特

定事業許

可申請手

数料 

（略） １件につき 

２８，１１０円 

小規模特

定事業変

更許可申

請手数料 

（略） １件につき 

１４，３４０円 

小規模特

定事業譲

受け許可

申請手数

料 

（略） １件につき 

１４，３４０円 

認可地縁

団体印鑑

登録証明

書交付手

数料 

（略） １通につき 

４００円 

固定資産

に関する

証明手数

料 

（略） １通につき 

４００円 

公図及び

公簿の閲

覧手数料 

（略） １件につき 

４００円 

身分に関

する証明

手数料 

（略） １通につき 

４００円 

その他市

長が必要

と認める

証明手数

料 

（略） １件につき 

４００円 

 

（略） 

印鑑登録

証交付・

引換交付

手数料 

（略） １件につき 

３００円 

印鑑登録

証明書交

付手数料 

（略） １通につき 

３００円（多機

能端末機によ

る交付の場合

にあっては、 

２００円） 

一般廃棄

物収集運

搬業・処

分業・浄

化槽清掃

業許可証

再交付手

数料 

（略） １件につき 

３，０００円 

小規模特

定事業許

可申請手

数料 

（略） １件につき 

２０，０００円 

小規模特

定事業変

更許可申

請手数料 

（略） １件につき 

１０，０００円 

小規模特

定事業譲

受け許可

申請手数

料 

（略） １件につき 

１０，０００円 

認可地縁

団体印鑑

登録証明

書交付手

数料 

（略） １通につき 

３００円 

固定資産

に関する

証明手数

料 

（略） １通につき 

３００円 

公図及び

公簿の閲

覧手数料 

（略） １件につき 

３００円 

身分に関

する証明

手数料 

（略） １通につき 

３００円 

その他市

長が必要

と認める

証明手数

料 

（略） １件につき 

３００円 

 

 

（第２条関係）白井市都市公園条例（昭和５４年条例第１１号）新旧対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

- 16 -



 

別表第４（第２７条第３項関係） 別表第４（第２７条第３項関係） 

白井運動公園陸上競技場利用料金 白井運動公園陸上競技場利用料金 

区分 単位 金額 

入 場

料 の

類 を

徴 収

し な

い で

専 用

利 用

す る

場合 

市内在

住者等 

一般 午前９時か

ら午後１時

まで又は午

後１時から

午後５時ま

で 

１面４時

間につき 

２２，２７０円 

午前９時か

ら午後５時

まで 

１面８時

間につき 

４４，５４０円 

高 校

生・大

学生 

午前９時か

ら午後１時

まで又は午

後１時から

午後５時ま

で 

１面４時

間につき 

８，８９０円 

午前９時か

ら午後５時

まで 

１面８時

間につき 

１７，７８０円 

小 学

生・中

学生 

午前９時か

ら午後１時

まで又は午

後１時から

午後５時ま

で 

１面４時

間につき 

３，７００円 

午前９時か

ら午後５時

まで 

１面８時

間につき 

７，４００円 

市外在

住者 

一般 午前９時か

ら午後１時

まで又は午

後１時から

午後５時ま

で 

１面４時

間につき 

４４，５４０円 

午前９時か

ら午後５時

まで 

１面８時

間につき 

８９，０８０円 

高 校

生・大

学生 

午前９時か

ら午後１時

まで又は午

後１時から

午後５時ま

で 

１面４時

間につき 

１７，７９０円 

午前９時か

ら午後５時

まで 

１面８時

間につき 

３５，５８０円 

小 学

生・中

学生 

午前９時か

ら午後１時

まで又は午

後１時から

午後５時ま

で 

１面４時

間につき 

７，４１０円 

午前９時か

ら午後５時

まで 

１面８時

間につき 

１４，８２０円 

区分 金額 

午前９時～

午後１時 

午後１時～

午後５時 

午前９時～

午後５時 

入場料の

類を徴収

しないで

専用利用

する場合 

一般 １４，８５０

円 

１４，８５０

円 

２９，７００

円 

高校・大学

生 

５，９３０円 ５，９３０円 １１，８６０

円 

小・中学生 ２，４７０円 ２，４７０円 ４，９４０円 

入場料の類を徴収して

専用利用する場合 

４９，５００

円 

４９，５００

円 

９９，０００

円 

区分 金額（１回につき） 

個人が利

用する場

合 

一般 ３００円 

小・中・高・

大学生 

１５０円 

区分 金額（１回につき） 

附属設備 放送設備 ２，４７０円 

写真判定設

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６，２４０円 
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入 場

料 の

類 を

徴 収

し て

専 用

利 用

す る

場合 

市内在住者等 午前９時か

ら午後１時

まで又は午

後１時から

午後５時ま

で 

１面４時

間につき 

６６，８１０円 

午前９時か

ら午後５時

まで 

１面８時

間につき 

１３３，６２０

円 

市外在住者 午前９時か

ら午後１時

まで又は午

後１時から

午後５時ま

で 

１面４時

間につき 

１３３，６２０

円 

午前９時か

ら午後５時

まで 

１面８時

間につき 

２６７，２４０

円 

 

個 人

が 利

用 す

る 場

合 

市内在住者等 一般 １回につ

き 

４３０円 

 

小学生・中学

生・高校生・

大学生 

１回につ

き 

２１０円 

市外在住者 一般 １回につ

き 

８６０円 

 

小学生・中学

生・高校生・

大学生 

１回につ

き 

４３０円 

 

附 属

設備 

放送設備 １回につ

き 

２，４７０円 

 

写真判定設備 １回につ

き 

７，４７０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 市内在住者等とは市内に在住する者及び市内に勤務先が

ある者をいい、市外在住者とは市内在住者等以外の者をいう。 

備考 市内在住者及び市内に勤務先がある者以外の者が利用す

る場合は、この表に定める額（附属設備を除く。）の２倍の

額とする。 

白井運動公園競技広場利用料金 白井運動公園競技広場利用料金 

区分 単位 金額 

市内在

住者等 

一般 １面２時間に

つき 

１，５７０円 

高校生・大

学生 

１面２時間に

つき 

７８０円 

小学生・中

学生 

１面２時間に

つき 

３９０円 

市外在

住者 

一般 １面２時間に

つき 

３，１４０円 

高校生・大

学生 

１面２時間に

つき 

１，５６０円 

小学生・中

学生 

１面２時間に

つき 

７８０円 

 

区分 単位 金額 

市内在

住者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般 ２時間につき 

 

１，０５０円 

高校生・大

学生 

 ５２０円 

小学生・中

学生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６０円 

 

備考 市内在住者等とは市内に在住する者及び市内に勤務先が

ある者をいい、市外在住者とは市内在住者等以外の者をいう。 

備考 市内在住者及び市内に勤務先がある者以外の者が利用す

る場合は、この表に定める額の２倍の額とする。 

白井運動公園庭球場利用料金 白井運動公園庭球場利用料金 

区分 単位 金額 

市内在一般 １面２時間に ６３０円 

区分 単位 金額 

一般 １面２時間につ ６３０円 
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住者等 つき 

高校生・大

学生 

１面２時間に

つき 

３１０円 

小学生・中

学生 

１面２時間に

つき 

１５０円 

市外在

住者 

一般 １面２時間に

つき 

１，２６０円 

高校生・大

学生 

１面２時間に

つき 

６２０円 

小学生・中

学生 

１面２時間に

つき 

３００円 

 

 き 

高校・大学生 

 

３１０円 

小・中学生 

 

 

 

 

 

 

 

１５０円 

 

備考 市内在住者等とは市内に在住する者及び市内に勤務先が

ある者をいい、市外在住者とは市内在住者等以外の者をいう。 

備考 市内在住者及び市内に勤務先がある者以外の者が利用す

る場合は、この表に定める額の２倍の額とする。 

 

（第３条関係）白井市使用料条例（昭和５６年条例第２５号）新旧対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

別表第１（第２条第１号関係） 別表第１（第２条第１号関係） 

病虫害防除機使用料 病虫害防除機使用料 

区分 単位 金額 

動力噴霧機 １台１日につき １，１２０円 

自走式動力草刈機 １台１日につき ４，５００円 
 

区分 単位 金額 

動力噴霧機 １台１日につき ７５０円 

自走式動力草刈機 １台１日につき ３，０００円 
 

別表第２（第２条第２号関係） 別表第２（第２条第２号関係） 

都市公園使用料 都市公園使用料 

競技広場及び庭球場使用料 競技広場及び庭球場使用料 

区分 単位 金額 

一般 高校生・大

学生 

小学生・

中学生 

競 技 広

場（白井

運 動 公

園 競 技

広 場 を

除く。） 

市内

在住

者等 

１面２時

間につき 

１，４３０

円 

７１０円 ３６０円 

市外

在住

者 

１面２時

間につき 

２，８６０

円 

１，４２０

円 

７１０円 

庭 球 場

（ 白 井

運 動 公

園 庭 球

場 を 除

く。） 

市内

在住

者等 

１面２時

間につき 

５８０円 ２９０円 １４０円 

市外

在住

者 

１面２時

間につき 

１，１５０

円 

５７０円 ２８０円 

 

区分 単位 金額 

一般 高校・大学

生 

小・中学生 

競 技 広 場

（白井運動

公園競技広

場を除く。） 

 

 

２時間につ

き 

９６０円 ４８０円 ２４０円 

庭球場（白

井運動公園

庭球場を除

く。） 

 

 

１面２時間

につき 

５８０円 ２９０円 １４０円 

 

備考 市内在住者等とは市内に在住する者及び市内に勤務先が

ある者をいい、市外在住者とは市内在住者等以外の者をいう。 

備考 市内在住者及び市内に勤務先がある者以外の者が利用す

るときは、第２条の規定により算出した額の２倍の額とする。 

（略） （略） 

別表第５（第２条第５号関係） 別表第５（第２条第５号関係） 

農業センター使用料 農業センター使用料 

区分 単位 金額 

会議室１ １時間につき ２９５円 

会議室２ １時間につき ２９５円 
 

区分 単位 金額 

会議室１ １時間につき ２３０円 

会議室２ １時間につき ２３０円 
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（第４条関係）白井市青少年女性センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第１７号）新旧対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

別表（第１７条第３項関係） 別表（第１７条第３項関係） 

区分 金額（１時間につき） 

研修室 ３２０円 

会議室 ３２０円 

調理室 ７２０円 

レクリエーションホ

ール 

１，４５０円 

 

区分 金額（１時間につき） 

研修室 ２５０円 

会議室 ２５０円 

調理室 ７２０円 

レクリエーションホ

ール 

９７０円 

 

 

（第５条関係）白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第１９号）新旧対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

別表（第１３条の２第３項関係） 別表（第１３条の２第３項関係） 

区分 金額（１時間につき） 

団体活動室１ ４４０円 

団体活動室２ ４４０円 

団体活動室３ ４４０円 

団体活動室１・２（又は２・３） ６００円 

団体活動室１・２・３ ７５０円 

会議室１ ３２０円 

会議室２ ３２０円 

録音室１ ２４０円 

録音室２ ２４０円 

録音室３ ２４０円 

翻訳室 ４４０円 
 

区分 金額（１時間につき） 

団体活動室１ ３１０円 

団体活動室２ ３１０円 

団体活動室３ ３１０円 

団体活動室１・２（又は２・３） ４１０円 

団体活動室１・２・３ ５００円 

会議室１ ２７０円 

会議室２ ２７０円 

録音室１ ２４０円 

録音室２ ２４０円 

録音室３ ２４０円 

翻訳室 ３２０円 
 

 

（第６条関係）白井市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第２０号）新旧対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

（利用料金） （利用料金） 

第１７条 センターの利用料金は、無料とする。ただし、浴場を利

用する場合は、１人１回につき１５０円とし、これを指定管理者

に前納しなければならない。 

第１７条 センターの利用料金は、無料とする。ただし、浴場を利

用する場合は、１人１回につき１００円とし、これを指定管理者

に前納しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、本市に住所を有しない者がセンター

を利用する場合は、１人１日につき９３０円とし、これを指定管

理者に前納しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、本市に住所を有しない者がセンター

を利用する場合は、１人１日につき７７０円とし、これを指定管

理者に前納しなければならない。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（略） （略） 

 

（第７条関係）白井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例（平成２０年条例第１７号）新旧対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

別表（第１７条第３項関係） 別表（第１７条第３項関係） 

区分 金額（１時間につき） 

集会室 ４４０円 

休養室Ⅱ ４４０円 

区分 金額（１時間につき） 

集会室 ３５０円 

休養室Ⅱ ３５０円 
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学習室（調理室） ７２０円 

学習室（視聴覚室） ７８０円 

大集会室 １，４５０円 
 

学習室（調理室） ７２０円 

学習室（視聴覚室） ７８０円 

大集会室 ９７０円 
 

 

（第８条関係）白井市公民館の設置及び管理等に関する条例（平成２０年条例第１８号）新旧対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

別表（第１７条第３項関係） 別表（第１７条第３項関係） 

施設の名称 区分 金額（１時間につき） 

西白井公民館 工芸室 ３５０円 

調理実習室 ７２０円 

研修室 ４４０円 

作法室 ４４０円 

視聴覚室 ７８０円 

レクリエーションホー

ル 

１，４５０円 

白井駅前公民

館 

研修室Ⅰ ３２０円 

研修室Ⅱ ３２０円 

作法室 ４４０円 

調理実習室 ７２０円 

視聴覚室 ７８０円 

レクリエーションホー

ル 

１，４５０円 

桜台公民館 研修室 ４４０円 

作法室 ４４０円 

調理実習室 ７２０円 

視聴覚室 ７８０円 

レクリエーションホー

ル 

１，４５０円 

 

施設の名称 区分 金額（１時間につき） 

西白井公民館 工芸室 ３５０円 

調理実習室 ７２０円 

研修室 ３５０円 

作法室 ３５０円 

視聴覚室 ７８０円 

レクリエーションホー

ル 

９７０円 

白井駅前公民

館 

研修室Ⅰ ２５０円 

研修室Ⅱ ２５０円 

作法室 ３５０円 

調理実習室 ７２０円 

視聴覚室 ７８０円 

レクリエーションホー

ル 

９７０円 

桜台公民館 研修室 ３５０円 

作法室 ３５０円 

調理実習室 ７２０円 

視聴覚室 ７８０円 

レクリエーションホー

ル 

９７０円 

 

 

（第９条関係）白井市白井コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例（平成２２年条例第１３号）新旧

対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

別表（第１６条第３項関係） 別表（第１６条第３項関係） 

区分 金額（１時間につき） 

会議室１ ４４０円 

会議室２ ４４０円 

和室１ ３２０円 

和室２ ３２０円 

工芸室 ３５０円 

調理室 ７２０円 

多目的ホール １，４５０円 

陶芸窯 １回の使用につき３，７９０円 
 

区分 金額（１時間につき） 

会議室１ ３５０円 

会議室２ ３５０円 

和室１ ２５０円 

和室２ ２５０円 

工芸室 ３５０円 

調理室 ７２０円 

多目的ホール ９７０円 

陶芸窯 １回の使用につき３，７９０円 
 

 

（第１０条関係）白井市西白井コミュニティプラザの設置及び管理に関する条例（平成３０年条例第２７号）新

旧対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

別表（第１６条第３項関係） 別表（第１６条第３項関係） 
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区分 金額（１時間につき） 

会議室１ ４４０円 

会議室２ ４４０円 

会議室３ ４４０円 

和室１ ３２０円 

和室２ ３２０円 

調理室 ７２０円 
 

区分 金額（１時間につき） 

会議室１ ３５０円 

会議室２ ３５０円 

会議室３ ３５０円 

和室１ ２５０円 

和室２ ２５０円 

調理室 ７２０円 
 

 

（第１１条関係）白井市公民センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改正（令和５年

条例第２３号）新旧対照表 

改 正 案 現  行 

 白井市公民センターの設置及び管理に関する条例（平成２５年条

例第３号）の一部を次のように改正する。 

 白井市公民センターの設置及び管理に関する条例（平成２５年条

例第３号）の一部を次のように改正する。 

（略） （略） 

 附則の次に次の別表を加える。  附則の次に次の別表を加える。 

別表（第１６条第３項関係） 別表（第１６条第３項関係） 

区分 金額（１時間につき） 

会議室 ４４０円 

相談室 ３２０円 

作法室 ３２０円 

集会室 ４４０円 

視聴覚室 ７８０円 

調理実習室 ７２０円 

レクリエーションホ

ール 

１，４５０円 

 

区分 金額（１時間につき） 

会議室 ３５０円 

相談室 ２５０円 

作法室 ２５０円 

集会室 ３５０円 

視聴覚室 ７８０円 

調理実習室 ７２０円 

レクリエーションホ

ール 

９７０円 

 

（略） （略） 
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